
国民年金だより№210

ᇱ଩ड　ேᇱႩઞ૒　ɨԁӼӷӼ101（ၾ๦ӽӼӾ）

ࣰ༭Ⴉઞ事務所　　ɨӼӽӷӽ661

ˋԧᾇࡇ࠰ίᾅஉᾀᾄଐૅ৚いЎὸẦỤỉ࠰᣿᫇

½ተॽの඘合　8ӾԁӶӽ㕰0ࣅ

½౤のց׊ვલ者が೥֐೘֧׊֌　8ӾԁӶӽ00ࣅӵ（౤のइ్ॽ）

（൨Ꭼ㕳㕱Ⴉ㕴月㕱日ࡒ前֪生ま׋たሑ8ӾӾӶԃ00ࣅ）

½㕱ੇ障॔　1Ӷ0ӿԃӶ1Ӽӿࣅӵ（౤のइ్ॽ）

（൨Ꭼ㕳㕱Ⴉ㕴月㕱日ࡒ前֪生ま׋たሑ1Ӷ0ӿ6Ӷ1Ӽӿࣅ）

½㕲ੇ障॔　8ӾԁӶӽ00ࣅӵ（౤のइ్ॽ）

（൨Ꭼ㕳㕱Ⴉ㕴月㕱日ࡒ前֪生ま׋たሑ8ӾӾӶԃ00ࣅ）

½౤が೥֐೘֧׊֌（次のઞॽを子の数で割ったॽが、１人あたりのॽとなります。）

8ӾԁӶӽ00ࣅӵӲӼ人ኬࡒவの౤のइ్ॽӴ

20ఄから60ఄになるまでの40年間のᇱ଩料をすָてႶめると、ተॽのᎡ፼基ຉ年ઞを受け取ることができます。

୴生年ઞᇱ଩のᅇᇱ଩者の期間と合わせて受੉ಃ६期間が10年（120月）以上ある方は、Ꭱ፼基ຉ年ઞを受け取

ることができますが、Ⴖᆋඡੳやኘൊ期間などにより、上記のተॽより年ઞॽが൛なくなります。

おઌめしていた期間の年ઞは、Ꭱ፼୴生年ઞとして受け取れます。

※年ઞॽは毎年ᇥわります。　※お問い合わせは岡༭年ઞ事務所までお願いします。

国民年ઞに加入ཨの方がሦくなったとき、その方に生૱を維持されていた 「子のある配લ者」 または 「子」 が、࡬໖

基ຉ年ઞを受け取ることができます。

。໖基ຉ年ઞの౫ᆻいは、子が１㕸ఄ（子に障害がある場合は㕲㕰ఄ）にြ達する年ဗのቨ日までです࡬

国民年ઞに加入ཨのᅸ気やסצにより、障害のඡ໺にある間は障害基ຉ年ઞを受け取ることができます。

障害基ຉ年ઞを受け取るためには、一定のᇱ଩料Ⴖᆋ要ଉがあります。

㕲㕰ఄ前に障害となった場合は、㕲㕰ఄになったときにษ求ができます。この場合本人の所得によって౫੉ฑ଺があります。

※1人目およֲ2人目の子の加్ॽ ・・・・1人につき243,800円

3人目以வの子の加్ॽ・・・・・・・・・・・・1人につき		81,300円

※1人目およֲ2人目の子の加్ॽ ・・・・1人につき243,800円

3人目以வの子の加్ॽ・・・・・・・・・・・・1人につき		81,300円

6ӿఄ֪な֢た֧֌�

（൨Ꭼ㕳㕱Ⴉ㕴月㕱日ࡒ前֪生ま׋たሑ8ӾӾӶԃ㕰0ࣅ）

ׁしׁ、ࡴऌの။֌೚֪๐ጵた׋たら�

ׁしׁ、ᅸ気סצ׃で障॔がౖ֢たら�

ᎊ ᱫ ؕ ᄽ ࠰ ᣿

ᢡ ଈ ؕ ᄽ ࠰ ᣿

ᨦ ܹ ؕ ᄽ ࠰ ᣿

3�

フォトニュース
茅野市インターネット動बתイト 「ビーナネット

ԍhino」 では茅野市の生活や文化・魅力を動

ब配信しています。

フォトニؚースのできごとも一ᆪ配信ཨ。 QR

コードから動बをお楽しみください。

のઙ໫ち஬೺会ר؃ע

զཌྷ൅੢၍ౄबを׻ー֪ؓした๖ወ」 ᅳൠಠ

౦෯道事業੤၍ຎ合֊らのఆ॔ࢃፍ෯用
৊࡟੉෯ຫの৳ᆋおֲׇఆ॔੤定௺締ଅ

ྙኾト؝タಛ၌ೆおֲׇԝԣԟト؝タමೱ
๺૖発ఱ౤໇࿈ಠࡊ୪ྫྷ׊ׇ֪




